
解体工事における最低制限価格（低入札価格調査基準価格）の設定について 
 

平成２３年１０月 芳賀町総務課管財係 
 
 平成２３年１０月から、芳賀町の発注する解体工事の入札における最低制限価格および低入札価格調査基準価格の設定について取り扱いを

変更しましたのでお知らせします。 
 
＜変更前＞ 
 
（最低制限価格） 
解体工事における基準なし 
 
 
（低入札価格調査基準価格） 
解体工事には設定しない →

＜変更後＞ 
 
（最低制限価格） 
解体工事の最低制限価格は、予定価格の１０分の７の額から 
１万円未満を切り捨てた額 
 
（低入札価格調査基準価格） 
解体工事の低入札価格調査基準価格は、予定価格の１０分の７

の額から１万円未満を切り捨てた額 
 
低入札となった場合の判定基準のうち、解体工事においては次

の判定基準を適用しない 
「入札書記載金額が、直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9 

＋現場管理費×0.2 から１万円未満を切り捨てた額以上で

あること」 
 


